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一般社団法人 日本病院会会長殿

医政発 0 6 2 5第 9号

平成 2 6年 6月 2 5 日

厚生労働省医政局長 τ、

診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令の施行について

標記について、別添のとおり各都道府県知事あて通知しましたので、その内容につ

いて御了知いただきますようお願いいたします。



⑧ 医政発 0 6 2 5第 8号

平成 2 6年 6月 2 5 日

各都道府県知事殿

厚生労働省医政局長

（公印省略）

診療放射線技師法施行令のー部を改正する政令の施行について

「診療放射線技師法施行令の一部を改正する政令J（平成26年政令第22 6号）

が本日付けで公布・施行されたところである。

この政令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴管内の市町村（特別区

を含む。）、関係機関、関係団体等に周知方願いたい。

記

1 政令の内容

診療放射線技師法（昭和 26年法律第22 6号）第 24条の 2の規定により、診

療放射線技師は、医師又は歯科医師の指示の下、診療の補助として、磁気共鳴画像

診断装置その他の画像による診断を行うための装置であって政令で定めるものを用

いた検査を行うことを業とすることができるとされているが、この装置として「核

医学診断装置」を新たに加えるものとしたこと。

2 施行期日

平成26年6月 25日



参考1

（号外第 141号）報宮水曜日平成26年6月 25日63 

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
の
一
部
在
改
正
す
る
政
省
を
E
E
に
公
布
す
る
。

御

御

名

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

喜
’晋

政
令
第
二
百
二
＋
六
号

診
療
放
射
線
技
師
法
雄
口
令
の
一
部
在
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
診
療
放
射
線
技
師
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
在
制
定
す
る
。

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
の
一
部
在
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
三
号
中
「
散
騒
薬
」
を
「
散
瞳
薬
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
在
加
え
る
。

四
核
医
学
診
府
議
置

附

則

（
施
行
期
日
）

ー
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
世
）

2

E
の
政
苓
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

厚
生
労
働
大
臣
田
村
憲
久

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三



参考2

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）

（抄）

。

（傍線の部分は改正部分）

四｜ 三-! 第十 （ 

改

置｜装析 ） 十四ー 置） 

） 条
の

の

政ii 、 正

で
定

し め

者た る
装

の 置は
眼

霊す聖

、

次 案

掲げ

る る
た 装

（新め一一・置と第十七（画

の る。法第 現

除をく 略） 十ー置） 

四
） 条の

散一

随f の

薬王持を子 政令で定

し め

者た
る

装置
の

lま

次 行

掲げ

る
装るた


